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１．はじめに
　アセアン諸国は、日本からの貿易・投資の拡⼤が
見込まれ、今後とも高い経済成長が予測されている。
これに伴い、アセアン諸国の知的財産制度への関心
も高まっている。
　本稿は、アセアン諸国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、マレー
シアの知的財産制度のうち、特許法（特許、実用新

案）、意匠法を中心に解説する。

２．総論
　マレーシアの知的財産法は、特許法、意匠法、商
標法、著作権法を基本としている。実用新案制度は、
特許法に規定されている。1983年に商標法が施行さ
れ、1986年に特許法が施行され、その後、1996年に
意匠法が施行された。これらの法律が制定される
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までは、英国植民地時代（1867年〜1963年）の影響
で、まず英国で権利化され、その後、マレーシア知
財庁に別途出願させていた。したがって、現在のこ
れらの法律は、英国法の影響を強く受けている。な
お、著作権法については、1987年に成立し、豪州法
の影響を受けている。
　そのほか、集積回路配置保護法（2000年）、地理
的表示保護法（2001年）、植物新品種保護法（2004年）
などが導入されている。なお、トレードシークレッ
ト、トレードドレスについては、コモンローに基づ
いて保護されている。
　知的財産条約については、マレーシアは、1989
年にパリ条約とWIPO設立条約に加盟し、1995年に
TRIPS協定に加盟した。ベルヌ条約には、1990年に
加盟した。国際登録制度については、2006年にPCT
条約（特許）に加盟したが、マドプロ（商標）、ハー
グ協定（意匠）には加盟していない。

３．特許法（特許権）
　マレーシアの特許法は、2006年８月16日に改正法
が施行され、現在に至っている。ここでは、この改
正法に基づいて、マレーシアの特許制度について解
説する。（以下、括弧書の条文は、特に指示がない
限り、マレーシアの特許法の条文を示す。）

（１）保護対象
「発明」とは、「発明者の思想であって、当該技

術の分野における一定の課題についての解決を
実際に可能にするもの」（12条（１））と定義され、
発明は、物または方法に関するものとされている

（12条（２））。

（２）特許要件
①産業上の利用可能性

特許を受けるためには、産業上の利用可能
性を有する発明であることが要件とされてい
る（11条）。また、「発明が、いかなる種類の産
業においても、製造又は使用することができる
場合は、その発明は産業上の利用可能性を有す
る」（16条）と規定されている。

②新規性
特許を受けるためには、新規性を有するこ

とが要件とされている（11条）。また、「発明が
先行技術により予測されないものであるときは、
その発明は新規性を有する」（14条（１））と規

定されている。
先行技術については、「その特許出願の優先

日前に、世界の何れかにおいて、書面による発
表、口頭の開示、使用その他の方法で公衆に開
示されたすべてのもの」、「その特許出願より先
の優先日を有する国内特許出願の内容であって、
その国内特許出願に基づいて付与された特許に
包含されているもの」とされている（14条（２）

（a））。
＜解説＞

マレーシア特許法では、実用新案を含めて、
新規性については、絶対的新規性（世界公知公
用、国内外の刊行物）が採用されており、日本
と同様である。

③新規性喪失の例外
以下の開示は、新規性の判断において考慮さ

れない（14条（３））。
（a）その開示が特許出願日前の１年以内になさ

れ、かつ、その開示が出願人又はその譲渡人
の行為を理由とするもの又はその行為の結果
であったこと

（b）その開示が特許出願日前の１年以内になさ
れ、かつ、その開示が出願人又はその譲渡人
の権利に対する濫用を理由とするもの又はそ
の濫用の結果であったこと

（c）その開示が、本法の施行日に英国特許庁に
係属している特許登録出願によるものである
こと

＜解説＞
日本では、新規性喪失の例外期間が６か月で

あるのに対して、マレーシアでは、12か月であ
る点で異なっている。

④進歩性
特許を受けるためには、進歩性を有すること

が要件とされている（11条）。
進歩性の要件については、「先行技術を構成

するすべての事項を考慮した場合に、その進歩
性が、それに係る技術において通常の知識を有
する者にとって自明なものでないときは、その
発明は進歩性を有する」（15条）と規定されてい
る。

⑤先後願
「２以上の者が個別に独立して同一の発明を

し、これらの者の各々が特許出願をしたときは、


